
高齢者の方0外出をサポートする事業所情報
恵みの西町内会会長 武藤

′′ 福祉部部長 渡井
一
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身体の障害等で、自力での外出に不自由のある方を対象に

自宅と医療機関等の送迎を行います

利用できる方

恵庭市内に居住していて、概ね65歳以上の高齢の方

身体の障害により車イス等を使用しなければ移動が困難な方

(事前に利用者登録が必要です)

*介護保険法による通院等乗降解除のサービスを受けることが

出来る方は除きます

利用できる内容

1.市内医療機関に通院の時

2.行政、教育機関等が実施する事業へ参加するとき

利用できる時間帯

毎日、午前9時から午後5時まで(年末年始は除く)

利用料金
片道200円

申込先
恵庭市社会福祉協議会

(高齢者等外出支援サービス事業)
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利用できる場合
………………………・問 い

′。市内の置覇睡墨職|への通院はでき
ますか。

≪ 外 出 支 援 サ … ビ ス に 関 す る Q&A≫
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○ 利用できます。
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2.麗口田目回のために通院したいの
ですが利用できますか。

○ 利用できます。

3.市内の病院で國亜壼ヨ闘を受けて
いますが利用できますか。

○ 利用できます。

4.1剛回園への通院は利用できますか。 C)医療保険の適用であれば利用できます。

5。 処方箋が出ているので麗藪罰|こ 行き
たいのですが利用できますか。

5. fiffiaffDat,\argarruffi
TStga\,

この部分は要介護 1～ 5の方も利用できます
○ 利用できます。

行きたいのですが利
用できますか。

闇睦爾類観圏轟轟灘甕懃こ本を借
りに行きたいのですが利用で
きますか。

参加 したいのですが利
用できますか。

ために利用できますか。

C)医療機関への通院の一連の流れとなりますので、利
用できます。

C)医療機関 (眼科)より処方箋が出ていれば利用でき
ます。

C)利用できます。必ず利用希望日の3日前までにお申
込み下さい。

C)図書館は恵庭市が運営する施設ですので利用できま
す。

C)恵庭市が主催する行事やイベントに利用できます。
これらのイベントは土曜日や日曜日に行われること
が多いのですが、事前にお申込みいただければ利用
ができます。

C)市内の小。中学校で行われる行事であれば利用でき
ます。

C)外出の目的が市外医療機関への通院や市外福祉施設
の利用、裁判所など市外の行政機関の利用であれば
利用できます。
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ますか。
まで利用でき
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7.1騒圏国に通院したいのですが利
用できますか。



15.

16.

18.

′3.麗麗彊瓢鰯国囲でも利用でき
ますか。

14。 利用に際して鰯圏閻圃
‐
が必

要ですか。

○ 出来る限り3日前までにお申込み下さい。当日申
し込まれた場合は、時間の調整をさせていただ<場
合があります。ただし、土曜日 0日曜日は当日のお
申込みはできません

C)お一人でも不安のない方は必要ありません。付き添いの方
がいないので不安と言う方は、社会福祉協議会のボランテ
ィアセンター (電話32-0007)までご相談下さい。
介助ボランティアを調整いたします。

C)行き先が2箇所になりますので600円
(200円 ×3回 )となります。自宅→病院→

市役所と利用した場合も同様に600円となります。

× 市外への利用はできません。ただし身体に障がいのあ
る方へ相談・補装具費支給の判定業務等を行う札幌
市身体障害者更生相談所等への送迎は可能ですの
で、ご相談ください。その際、 1キロメートルにつ
き20円の利用料となります。

△ 病院の通院については、介護認定で要介護 1から5の
認定を受けている方は、介護保険サービスの通院等
乗降介助をご利用できますので、まず恵庭市へご確
認下さい。

× 日用品の買い物への利用は対象としておりませんの
で利用できません。金融機関や理美容院などの利用
も同様に対象外となります。

× 原則午前 9時～午後 5時までの利用時間となつてお
ります。但 し、医療機関の受診時間や待ち時間の状
況により対応することもありますが、開始時間が午
後 5時以降の利用はできません。

事前にご予約いた

だいた日時にご自

宅から行き先まで

お送りします。

ご用件が終わりまし

たら、社会福祉協議会
へ連絡してください。

連絡を受けたらお

迎えに伺います。

∈ 行きたいのです
が、料金はどうなりますか。

通

院したいのですが、利用で
きますか。

17.麗匿雲冒銀護盟画賠圃邁を受 け

ています。病院へ通院した
いのですがこのサービスを
利用できますか。

に行き

たいのですが利用できます
か。

19.蜃羅覇簸圃淵魏こ利用できま
すか。

社会福祉協議会ヘ

申し込みます。

利用対象かどうか

を訪問して調査し、

審査いた します。
決定通知書が

送られます。
利用する日が決まつ

たら社会福祉協議会
へ予約してください。

利用できない場合

サービス利用の流れ
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利用できる方

下記の要件のいずれかに該当する方が利用できます。

(1)おおむね65歳以上の高齢の方で、車いすなどを使用しなければ移動することが

困難な方や、移動する際に一部介助が必要な方.

(2)身体の障がいにより、車いす等を使用しなければ移動が困難な方。

(3)上記 (1)、 (2)のほか、会長が特に必要と認めた方。

ます。

(1)恵庭市内の医療機関への通院のとき。

(2)行政や教育機関等が実施する事業へ参加するとき。

(3)上記 (1)、 (2)のほか、会長が特に必要と認めたとき。

このサービスを利用できる日時は原則として毎日午前9瞳から午後5時までです。

(但 し、12月 29日から1月 3日 までは除きます。)

記まで直接お申込

みいただくか、ケアマネジャー、地1或包括支援センターなどへご相談下さい。

となります。片道だけの利用も可能です。

利用日の3日前までに恵庭市社会福祉協議会へ電話により予約をお願いします。国匠]

匡壼壼回は月曜日から金曜日までの午前8時 45分～午後5時 15分までにお願いします。

ご利用希望日の指定時刻に移送車両がお迎えに伺います。

なお、翌月分の壺約は前月15日以降より受付いたします。

<申 込 先・ 予 約 先 >
恵庭市社会福祉協議会  (恵庭市末広町124)
電話 33-9436

往
μ
月

利用できる場合

利用できる日時

利用登録が必要

このサービスを利用するためには事前に登録が必要|こなります。

200
利用料が必要

400

利用日の予約
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